
企業座談会
～障害者と共に働くということ～

Part３  一緒に働く工夫
(左から相澤氏・柳氏・金川氏・松田氏)

社員に清掃の仕方をレ
クチャーする柳氏（左）
一人一人の様子を見つ
つ、それぞれに合った配
慮をその都度話し合っ
ている。



文京区障害者就労支援センター通信「しごとサポート」　第39号（令和8年3月2日発行）
発行：文京区障害者就労支援センター
毎回、障害のある人の「働く」を発信していきます。次号もご期待ください。

※1 「合理的配慮」とは、障害のある人とそうでない人の機会や
待遇を均等に確保し、障害によって生じる社会的バリアを取り除く
ための配慮のことを言います。（※2 厚生労働省ホームページ参考）
主に就労の現場においては、本来のパフォーマンスを発揮しやすく
するために必要な工夫を意味します。

※2 〈参考URL〉 厚生労働省ホームページ 
雇用の分野における障害者への差別禁止・合理的配慮の提供義務　
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_
roudou/koyou/shougaishakoyou/shougaisha_h25/index.html 

当事者の方と一緒に農作業を行う松田氏（右）

I n f o r m a t i o n 編集後記
これまで３号に渡って、障害者雇用ご担当者による座談会の内
容をお伝えしました。全体を通して感じられたことは、一緒に働
く仲間のことをよく見て、よく知る、ということです。手帳の有無
や障害種別などよりも、むしろ社員一人一人の特性やキャラク
ターに焦点が当たっています。コミュニケーションを重ね、それ
ぞれの強みに気づく中で、自然と配慮やサポートが形成されて
いるように感じられました。そのためには就労までの準備性、
双方のマッチング、そして関係機関同士の連携も非常に重要な
要素になってくると考えられます。
今年度は、複数の企業様との座談会を行い、一個人としての関
わり方や考え方を学ばせていただいたと感じています。

　　（書き手：本橋佳怜）　

令和８年７月から障害者の
　　　　　　法定雇用率が引き上げられます

これまでも段階的に引き上げられていた法定雇用率ですが令和
８年７月より、現行の2．5％から2．7％に引き上げられます。また
障害者を雇用しなければならない民間企業の事業主の範囲が、
従業員40.0人以上から37.5人以上に変わります。
区内企業で雇用についてご相談のある方は当センターへお気軽
にお問い合わせください。

※〈参考URL〉 厚生労働省ホームページ 事業主の方へ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/
jigyounushi/page10.html#01https://www.mhlw.go.jp/content/000859466.pdf


